
様式１－１ 

兵庫県立兵庫津ミュージアム施設利用許可申請書兼許可書 

年   月   日 

兵庫県知事 様 

受付：兵庫県立兵庫津ミュージアム  

指定管理者 アクティオ株式会社  
 

ふ り が な  

申 請 者 名  

申請者住所 
 

 

電 話 番 号  

メールアドレス 
 

利 用 目 的 
 

利用人数         人 

 

利 用 日 時 

                 □ 午前（ 9：00～12：00） 

    年   月   日    □ 午後（13：00～17：00） 

                 □ 全日（ 9：00～17：00）          

1. 兵庫県立兵庫津ミュージアムの設置及び管理に関する条例、管理規則、施設利用に関する内規に違反したと

きは、利用許可を取り消し若しくは停止することがあります。 

2. 催し物等のポスター、ちらし類を作成し掲示又は配布する場合は、事前に連絡してください。 

3. 施設の利用時は、施設管理の職員の指示に従い行動してください。 

4. 施設内での盗難、紛失等について当施設では一切の責任を負いかねます。特に貴重品や持込備品などは個々

の責任で管理してください。 

5. 兵庫県暴力排除条例に基づき、申請内容等の確認のため、必要に応じて関係機関に申請書に記載されている

情報を提供することがあります。 

□ 上記の事項を確認しました。  

 

所 属 館 施 設 
使用料（円） ※営利目的使用の場合は下記の２倍の額 

9：00～12：00 13：00～17：00 9：00～17：00 

初代県庁館 和室（旧同心屋敷） □ 1,000 円 □ 1,400 円 □ 2,400 円 

 

ひょうごはじまり館 

研修室 A □ 3,000 円 □ 4,200 円 □ 7,200 円 

研修室 B □ 3,000 円 □ 4,200 円 □ 7,200 円 

企画展示室 □ 1 日につき 7,200 円  

□営利(200%)  □半額減免(50%)  □全額減免  

合計金額             円 

 

 

上記の申請について、施設の利用を許可します。 

受 付 印 


